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老老発第 0430001号  

平成2 0年4月 3 0 日  

各都道府県介護保険主管部（局）長 殿  

澤蔓潮削  

厚生労働省老健局老人保健課草闇討  
≡三三訓  

刷翫琉拍                                             】  

「介護給付費請求書等の記載要領について」の一部改正について  

「介護給付費及び公費負担医療等に関する費用に関する省令」（平成12年厚生省令第2  

0号）の一部が改正され、平成20年5月1日に施行されることに伴い、「介護給付費請求  

書等の記載要領について」（平成13年11月16日老老発第31号）について別紙のと  

おり改正し、同日から適用することとしたので、御了知の上、管内市町村（政令指定都市  

を含む。）、関係団体、関係機関等にその周知徹底を図るとともに、その運用に遺憾のない  

ようにされたい。   



○介護給付費請求書等の記載要領について（平成13年老老発第31号）（抄）  

改  正  前  改  正  後  

1介護給付費請求書に関する事項（様式第一）  

（1）～（6） （略）  
（7）公費請求（サービス費用に係る部分）  

保険請求の介護給付費明細書のうち、公費の請求に関わるものにつ   

いて公費の法別に、以下に示す項目の集計を行って記載するこ 
活保護の単独請求の場合は、居宅サービス・施設サービス・介護予防   

サービス・地政密着型サービス等及び居宅介護支援・介護予防支援の   

2つの区分ごとに集計を行って記載すること。）。合計欄のうち斜線の   

ない欄には全ての公費請求の介護給付費明細書に関する集計を記載す  

ること。   

①件数  

それぞれの公費の請求対象となる介護給付費明細書の件数（介護給   

付費明細書の様式ごとに被保険者等1人分の請求を1件とする。）を   

記載すること。  

ただし、市町村合併等により被保険者等1人につき2箇所の生活保   

護実施機関へ請求を行う場合には、2件と記載すること。  

（∋ （略）   

③費用合計  

介護給付費明細書の保険請求対象単位数（点数）に単位数（点数）   

あたり単価を乗じた結果（小数点以下切り捨て）の合計を記載するこ  

と。  

1介護給付費請求書に関する事項（様式第一）  

（1）～（6） （略）  
（7）公費請求（サービス費用に係る部分）  

保険請求の介護給付費明細書のうち、公費の請求に関わるものにつ  

いて公費の法別に、以下に示す項目の集計を行って記載すること（生   
活保護の単独請求の場合は、居宅サービス・施設サービス・介護予防   

サービス・地域密着型サービス等及び居宅介護支援・介護予防支援の   

2つの区分ごとに集計を行って記載すること。）。合計欄のうち斜線   
のない欄には全ての公費請求の介護給付費明細書に関する集計を記載  

すること。   

（丑件数  

それぞれの公費の請求対象となる介護給付費明細書の件数（介護給   

付費明細書の様式ごとに被保険者等1人分の請求を1件とする。）を   

記載すること。  

ただし、市町村合併等により被保険者等1人につき2箇所の生活保   

護趣坦実施機関へ請求を行う   

場合には、2件と記載すること。   

② （略）   

③費用合計  

介護給付費明細書の保険請求対象単位数（点数）に単位数（点数）   

あたり単価を乗じた結果（小数点以下切り捨て）の合計を記載するこ  

と。  
については、単位数（点数）あたり10円を乗   特定診療  は特別療養費については、単位数（点数）   特定治療  特定診庶費、  二又  

じた額の合計額を記載すること。   

（彰 （略）  

（8） （略）  

2 介護給付費明細書記載に蘭する事項（様式第二から第十まで）  

（1） （略）  

（2）項目別の記載要領   

①～⑪ （略）  

あたり10円を乗じた額の合計額を記載すること。   

④ （略）  

（8） （略）  

2 介護給付費明細書記載に関する事項（様式第二から第十まで）  

（1） （略）  

（2）項目別の記載要領   

①～⑪ （略）  

四の二及び第九）  （様式第四、  当寺別療養費  
同
＝
鳳
′
 
 
 

ー1・  



ア 傷病名   

準則療奉賛として定めら嘩   

のきな原因となった傷病名車記草するこL   

阜だし脚   

－‥：●‥∴ ．‾・・い∴‾∫－・ト†．・・・ニ・二t・  

イ 識別番号   
準別療養費の項目に対応する識別コード（2桁）を特別療学費   

識別一覧（別表岬  
ウ 内容  

特別療養費の内容を識別するための名称として特別療養費識別  

の名称を記載するこ  と。  （別表4）  

エ 単位数   

準別療養費の柳萱  

‥．ト∴■・－－．● －：∴ ‾● ●．－  

オ 回数   

サ∵ビスの提琴回数（期間ご瑚寸費を算定するサ∵ビスに  

－、∴．しご－－：．・・・∴：⊥い・；∴－ ∴∴∴－、．‾－∴  

や 保険分単位数  
：・・．・∴・・・‥ ・‥∴・・ ∴．・－一ニ ーー・・‥・∴一・∵∵・；こ・   

すること。  

キ 公費   

「す 回数」甲うち、公賓負担の対卑となる回数又旦日数を重   
草すること（月の途中で公費受給資御こ変更がみ？た琴今は1嚢   

象となった期間卵  

ク 公費分単位墾   

「ェ 単位数」に「キ 公費回数」を乗じて算出した単位数を  

記載するこ  

ケ 摘要   

産前療養費の項目に対応して特別療養費識別一覧（別表4ト娃  

容 を記載すること  所 定の内   したがって  
コ 合計  

公費分単位数をこついてそれぞれの行の合計を合  保険分単位数〕  

ること  に 記載す   計欄  

（略）  

塗請求額集計欄（様式第三、第三の二、第臥第四の三、第五、第   （様式第三、第三の二、第臥第四の二、第五、第  塾 請求額集計欄  

－2－  



五の二、第六の五及び第六の六の⑰、⑬以外の部分）  
様式第三から第五の二、第六の五及び第六の六までの特定診療費、   

緊急時施設療養費以外の請求額集計欄は以下の方法により記載する   

こと。（※表は別記）  

塗 請求額集計欄（様式第六、第六の二、第八、第九及び第十の⑰、   
⑬以外の部分）  

様式第六、第六の二及び第八から第十までの特定診療費、緊急時   

施設療養費以外の請求額集計欄は以下の方法により記載すること。   

（※表は別記）  

塁 請求額集計欄（緊急時施設療養費）  

様式第四、第四の二及び第九の請求集計欄における緊急時施設療   

養費部分は以下の方法により記載すること。「項目」における（）   

内は様式第四及び第四のこにおける項目名。（※表は別記）   

⑩～㊧ （略）  

五の二、第六の五及び第六の六の⑰、⑬以外の部分）  

様式第三から第五の二、第六の五及び第六の六までの特定診療費、   

緊急時施設療養費及び特別療養費以外の請求額集計欄は以下の方法   

により記載すること。（※表は別記）  

塾 請求額集計欄（様式第六、第六の二、第八、第九及び第十の⑰、   

⑬以外の部分）  

様式第六、第六の二及び第八から第十までの特定診療費、緊急時   

施設療養費及び特別療養費以外の請求額集計欄は以下の方法により   

記載すること。（※表は別記）  

塗 請求額集計欄（緊急時施設療養費星卿嘩挙費）  
様式第四、第四の二及び第九の請求集計欄における緊急時施設療   

養費及び特別療養費部分は以下の方法により記載すること。「項目」   

における（）内は様式第四及び第四のこにおける項目名。（※表   

は別記）  

⑲～⑳  （略）  

3 給付管理票に関する事項（様式第十一） （略）  
4 公費の介護給付費明細書に関する事項  
（1）公費の請求が必要な場合における請求明細記載方法の概要   

① （略）   

② 2種類以上の公費負担医療の適用がある場合は適用の優先順（別  

表2を参照）に1枚目の介護給付費明細書から順次公費負担医療の  

請求計算を行うこと。さらに、生活保護の適用（様式第二で医療系  
サービスと福祉系サービスをあわせて請求する場合など）があれば、  

最後の介護給付費明細書で生活保護の請求額を計算すること。この  
場合、介護給付費明細書は3枚以上になる場合があること。   な  

お、ここでいう公費負担医療には生活保護法の介護扶助、「被爆体  
験者精神影響等調査研究事業の実施について」（平成14年4月1日  

健発第0401007号）、「水俣病総合対策費の国庫補助について」（平成  

4年4月30日環保業発第227号環境事務次官通知）、「メチル水銀の健  

康影響に係る調査研究事業について」（平成17年5月24日環保企発第  

050524001号環境事務次官通知）、「茨城県神栖町における有機ヒ素  

化合物による環境汚染及び健康被害に係る緊急措置事業要綱につい  

て」（平成15年6月6日環保企発第030606004号環境事務次官通知）、  

「原爆被爆者の訪問介護利用者負担に対する助成事業について」（平  

3 給付管理票に関する事項（様式第十－） （略）  

4 公費の介護給付費明細書に関する事項  
（1）公費の請求が必要な場合における請求明細記載方法の概要   

① （略）   

② 2種類以上の公費負担医療の適用がある場合は準用の優先順（別  

表2を参照）に1枚目の介護給付費明細書から順次公費負担医療の  

請求計算を行うこと。さらに、生活保護潤筆に  
鱒る介護支援給付の適用（様式第二で医療系サービスと福祉系サー  

ビスをあわせて請求する場合など）があれば、最後の介護給付費明  

細書で生活保護又は中国残留邦人等公費に係る介護支援給付の請求  

額を計算すること。この場合、介護給付費明細書は3枚以上になる  

場合があること。  
なお、ここでいう公費負担医療には生活保護法の介護扶助、「被  

爆体験者精神影響等調査研究事業の実施について」（平成14年4月  

1日健発第0401007号）、「水俣病総合対策費の国庫補助について」  

（平成4年4月30日環保業発第227号環境事務次官通知）、「メチル水  
銀の健康影響に係る調査研究事業について」（平成17年5月24日環  

保企発第050524001号環境事務次官通知）、「茨城県神栖町における  
有機ヒ素化合物による環境汚染及び健康被害に係る緊急措置事業要  

ー3－   



綱について」（平成15年6月6日環保企発第030606004号環境事務次  

官通知）、「原爆被爆者の訪問介護利用者負担に対する助成事業に  

ついて」（平成12年3 

知）による介護の給付、「原爆被爆者の介護保険等利用者負担に対  

する助成事業について」（平成12年3月17日健医発第476号厚生省  
保健医療局長通知）による介護の給付並びに特別対策（低所得者利  
用者負担対策）としての「障害者ホームヘルプサービス利用者に対  

する支援措置」も含むものとすること。  

（2） （略）  

成12年3月17日健医発第475号厚生省保健医療局長通知）による介  

護の給付、「原爆被爆者の介護保険等利用者負担に対する助成事業  
について」（平成12年3月17日健医発第476号厚生省保健医療局長通  

知）による介護の給付並びに特別対策（低所得者利用者負担対策）  

としての「障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置」  

も含むものとすること。  

（2） （略）  

（表）■  

2（1）③  

（表）  

2（1）③ （内容変更有）  

2（2）⑮ （内容変更有）  2（2）⑮  

2（2）⑮  2（2）⑩ （内容変更有）  

2（2）⑰  2（2）（軋」担容変更釦  

別表1   （内容変更有）  

別表4  （新）  

ー4－   



2 介護給付費明細書記載に関する事項（様式第二から様式第十まで）  
（1）共通事項  

③介護給付費明細書様式ごとの要記載内容  

公  保  被  請  居  介  開  （入  （入  給  緊   三重 ／‾＼己R  請  ス特  社   

費  険  保  求  宅  護  始  短退  介退  付  急   限求  求  費定  A ＝  
福  
祉  特  彗                                  定  法  

ス  】  止  ／、居  施）  欄  療 人  
計  ビ  日  利）  設日  養  欄  受  章産  に   

給  画  ス   費  等  （  

者  
計  を  

A  

予  

番  画   分   ≡∃  防  
む  国 ‾弓‾  減  

サ  
l  

ビ   

（⊃  ○  ○  （〕  ○  （⊃  ○  （⊃  ○   

○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○   

○  ○  （⊃  （⊃  ○  （⊃  （⊃  ○  ○  （⊃   

○  （⊃  ○  ○  ○  ○  （⊃  ○  ○  ○   

○  ○   ○  C）  ○  ○  C〉  

○  （⊃  ○  ，○  ○  ○  ○  ○  ○  （⊃  

○  （⊃  （⊃  （⊃  ○  ○  ○  ○  ○  （⊃  

○  ○  ○  0 ○  ○  ○  ○  （⊃  ○  

（⊃  ○  ○  ○  ○  ○  （⊃  

○  ○  （⊃  （⊃  （⊃  ○  ○  

○  ○  C〉  ○  （⊃  ○  ○  

○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  

○  ○  ○  （⊃  ○  ○  （⊃  （⊃   

○  ○  ○  ○  ○  （⊃  ○  ○  

（⊃  ○  （⊃  ＊1  ＊2  

○  ○  （⊃  ＊3  ＊2  

○  ○  ○  （⊃  ○  ○  ○  ○  （⊃   

○  （⊃  ○  ○  ○  ○  ○  ∫⊃  （⊃  ○  

○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  （⊃  

＊1は居   宅介護支   

サ  
l  

ビ  
ス  
提  
供  

様式  年 月   

様式第二  （⊃   

様式第二のニ  ○   

様式第三  （⊃   

様式第三の二  ○   

様式第四  ○   

様式第四の二  ○   

様式第五  ○   

様式第五の二  （⊃  

様式第六  ○   

様式第大の二  ○   

様式第六の三  （⊃   

様式第六の四  ○   

様式第六の五  ○   

様式第大の六  ○   

様式第七  ○   

様式第七の二  ○   

様式第八  （⊃   

様式第九  ○   

様式第十  ○  

＊2は請求計算欄  
＊3は介護予防支援事業者欄  

（地域包括支援センター）   



2 介護給付費明細書記載に関する事項（様式第二から様式第十まで）  

（2）項目別の記載要領   

⑮請求額集計欄（様式第三、第三の二、第四、第四の二、第五、第五の二、第六の五及び第六の大の  
⑫、⑱以外の部分）  
様式第三から第五の二、第大の五及び第大の六までの特定診療費、緊急時施設療養費及び特別療養者以外の  
請求額集計欄は以下の方法により記載すること。  

保険分   公費分  

居宅介護支環事業者または介護予防支援  
事業者または被保険者が作成したサービス  
提供票の別表に記載された、当該月中に当  
該事業所から提供する当該サービス種類に  
おける区分支給限度基準内単位数を記載す  
ること。  

位数   給付費明細欄のサービス単位数のうち、  

女給限度額管理対象部分（緊急時治療管理  
を除く。）のサービス単位数を合計して記  
載すること。  

単位数   給付費明細欄のサービス単位数のうち、  

支給限度額管理対象外（緊急時治療管理）  
のサービス単位数を合計して記載するこ  

と。  

①計画単位数と②限度額管理対象単位数  当該サービス種類の公費対象単位数の合  
のいずれか低いほうの単位数に③限度額管  計と④給付単位数（保険分）のいずれか低  
理対象外単位数を加えた単位数を記載する  
こと。   

事業所所在地における当該サービス種類  
の単位数あたり単価を記載すること。  

介護給付費の基準額のうち保険給付を行  公費負担の給付を行う率を百分率で記載  
う率を百分率で記載すること。   すること。  

④給付単位数（保険分）に⑤単位数単価  ④給付単位数（公費分）に⑤単位数単価  

を乗じた結果（小数点以下切り捨て）に⑥  を乗じた結果（小数点以下切り捨て）に、  
給付率（保険分）を乗じた結果の金額（小  更に（診給付率（公費分）から⑥給付率（保  
数点以下切り捨て）を記載すること。   険分）を差し引いた率を乗じた結果（小数  

点以下切り捨て）から、⑧利用者負担額  
（公費分）を差し引いた残りの額を記載す  

ること。  

公責の給付率が100／100で、保険分と公  
費分の④給付単位数が等しい時は、④給付  
単位数に（9単位数単価を乗じた結果（小数  
点以下切り捨て）から、（∋請求額（保険  
分）と（診利用者負担額（公費分）を差し弓l  
い－た残りの碩を記載すること。  

④給付単位数（保険分）に⑤単位数単価  公費負担医療、または介護扶助で本人負  
を乗じた結果（小数点以下切り捨て）か  担額がある場合に、その額を記載するこ  
ら、⑦請求額（保険分、公費分）と⑧利用  
者負担額（公費分）を差し引いた残りの額  
を記載すること。   

①計画単位数  

②限度額管理対象単  

③限度額管理対象外  

④給付単位数  

⑤単位数単価  

⑤給付率  

⑦請求額  

⑧利用者負担短   



2 介護給付費明細書記載に関する事項（様式第二から様式第十まで）  
（2）項目別の記載要領   

⑮請求額集計欄（様式第六、第六の二、第八、第九及び第十の⑲、⑱以外の部分）  
様式第六、第六の二及び様式第八から第十までの特定診療費、緊急時施設療養費及び特別療奉書以外の  
請求額集計欄は以下の方法により記載すること。  

項目   保険分   公費分   

（D単位数合計   給付費明細欄のサービス単位数の合計を  給付貴明細欄の公費対象サービス単位数  
記載すること。   の合計を記載すること。   

②単位数単価   事業所所在地における当該サービス種類  
の単位数あたり単価を記載すること。  

（∋給付率   介護給付費の基準額のうち保険給付を行  公費負担の給付を行う率を百分率で記載  

う率を百分率で記載すること。   すること。   
④請求額   ①単位数合計（保険分）に（∋単位数単価  ①単位数合計（公費分）に（∋単位数単価  

を乗じた結果（小数点以下切り捨て）に（∋  を乗じた結果（小数点以下切り捨て）に、  
給付率（保険分）を乗じた結果の金額（小  更に③給付率（公費分）・から③給付率（保  
数点以下切り捨て）を記載すること。   険分）．を差し引いた率を乗じた結果（小数  

点以下切り捨て）から、（9利用者負担臨  
（公費分）を差し引いた残りの額を記載す  

ること。  

公費の給付率が100／100で、保険分と公  
費分の（》単位数合計が等しい時は、①単位  

数合計に（∋単位数単価を乗じた結果（小数  

点以下切り捨て）から、④請求額（保険  
分）と（9利用者負担額（公費分）を差し引  
いた残りの額を記載すること。   

（9利用者負担額   

（D単位数合計（保険分）に②単位数単価  公費負担医療、または介護扶助で本人負  
を乗じた結果（小数点以下切り捨て）か  担額がある場合に、その額を記載するこ  
ら、④請求額（保険分、公費分）と（9利用  
者負担額（公費分）を差し引いた残りの額  
を記載すること。   



2 介護給付費明細書記載に関する事項（様式第二から様式第十まで）  
（2）項目別の記載要領   

⑰請求額集計欄（緊急時施設療養費、特別療養曹）  
様式第四、第四の二及び第九の請求集計欄における緊急時施設療養費、特別療養者部分は以下の方法により  
記載すること。  
「項目」における（）内は様式第四及び第四のこにおける項目名。  

項目   保険分特定治療・特別療養者   公費分特定治療・特別療養曹   

二皇虹数合計   緊急時施設療養費における特定治療の保  緊急時施設療養費における特定治療のう   

付点数二皇位数）   険分点数合計（緊急時治療管理の単位数は  ち旦公責分点数又は特別療養曹の公曹令単  
除く。）又は特別療養曹の保険令単相数台  拉盛会丑を記載すること（緊急時施設療  
註を記載すること。   養、塩見1療養途中で公費適用の異動がない  

同月内に緊急時施設療養曹 における卑寺定  限り保険分と同じ。）。  
治療と特別療養曹の両方のサービスを提供  同月内に緊急陪施設癒着曹 における特定  
した】易合には．緊急晴1南語療養曹における  治療と特別療養曹の両夫のサービスを接他  

治療の保険分点数合計（緊急陪治療管  した二場合には、緊急陪施設・療養曹における  
坪の単相数は除く【）に孝幸別療養者の俣  特定治療の公曹｛‡点数合計（緊急時治療管  
う†単仲数合計を加 

王甲の単件数は除く（）に当寺別療養曹の公  
土」．   た結果を記載する 

上＿。」＿＿   

二＿皇位数単価  10円／点二＿皇位周定   10円／点二＿里ゴ立固定   
数二旦拉致単価）  

率   介護給付費の基準額のうち保険給付を行  公費負担の給付を行う率を百分率で記載   
付率）   う率を百分率で記載すること。   すること。   

額   ①点数こ皇位数合計（保険分）に②点  （D点数・単位数合計（公費分）に②点   
求額）   数二皇位数単価を乗じた結果に（∋給付率  数二＿星組数単価を乗じた結果に、更に（∋給  

（保険分）を乗じた結果の金額（小数点以  付率（公費分）から③給付率（保険分）を  
下切り捨て）を記載すること。   差し引いた率を乗じた結果（小数点以下切  

り捨て）から、（9利用者負担板（公費分）  
を差し引いた残りの額を記載すること。  

公費の給付率が100／100で、保険分と公  
費分の①点数二皇位数合計が等しい陪は、  
①点数二凰立数合計に②点数二＿星塩数単価  
を乗じた結果から、④請求額（保険分）と  
⑤利用者負担額（公費分）を差し引いた残   

者負担額   ①点数二塁」立数合計（保険分）に②点  公費負担医療、又は介護扶助で本人負担   
用者負担額）   数二塁位数単価を乗じた結果から、④請求  

額（保険分、公費分）と⑤利用者負担額  
（公費分）を差し引いた残りの額を記載す  

ること。   



（別表1）  

摘要欄記載事項  

サービス内容  
－ビス種類   （算定項目）   摘要記載事項   備  考   

戸ライト事業所からのサー  「サテライト」の略称として英字2文字を記  
乙提供（訪問介護・訪問看   載すること。   
・適所介護・介護予防訪問  
蔓・介護予防訪問看護・介  
声防適所介護・夜間対応型  
司介護・認知症対応型通所  
覧・小規模多棲能型居宅介  
・介護予防認知症対応型通  
†護・介護予防小規模多様  
巴居宅介護）  

男介護   身体介護4時  計画上の所要時間を分単位で記載すること。  身体介護4時間以上に  
間以上の場合  例 260分   ついては、1回あたりの  

単位を省略することも可。   点数の根拠を所要時間に  
例 260   て示すこと。   

『看護   ターミナルケ  対象者が死亡した日を記載すること。  
ア加箕を算定  なお、訪問看護を月の末日に開始しタ一三ナ  
する場合   ルケアを行い、その翌日に対象者が死亡した場  

合は、死亡した年月日を記載することこ  
例20030501  
（死亡日が2003年5月1日の場合）   

現リハビリ  短期集中リハ  病院若しくは診療所または介護保険施設から  
－ソヨン、  ビリテーシヨ  退院・退所した年月日又は要介護・要支援認定   
葦予防訪問  ン実施加算を  を受けた日を記載すること。   
■＼ヒリテ・－  算定する場合  例 20060501   
ヨン  （退院（所）巳が2006年5月1日の場合）   

宅療養管理  算定回数に応じて居宅訪問日等を記載するこ  
葦、介護予  と（訪問日等が複数あるときは「、」で区切   
吉宅療養管  る）。   
盲導  例6、20日  

単位を省略することも可。  
例6、20   

所リハビリ  短期集中リハ  病院若しくは診療所または介護保険施設から  
一ション   ビリテーショ  退院・退所した年月日又は要介護認定を受けた  

ン実施加算を  日を記載すること。  
算定する場合  例20060501  

（退院（所）日が2006年5月1日の場合）   

址用具貸  
．介護予防   
址用具貸与  を算定する場  

一∠ゝ  

例6日  
単位を省路することも可。  
例6   

期入所生活  多床室のサー  適用理由の番号を摘要欄に左詰めで記載する  一月内で複数の滞在理   
護、介護予  ビスコードの  こと。   由に該当する場合は、最   
短期入所生  適用理由   1 多床室入所   初の蒲在理由を記載する   
介護  こと。  

同時に複数の理由（例  
3感染症等により医師が必要と判断した  

従来型個室への入所者  で居住面積が一定以下）  
4 居住面積が一定以下   に該当する場合は、最も  
5著しい精神症状等により医師が必要と，  

判断した従来型個室への入所者   と。   

期入所療養  多床室のサー  適用理由の番号を摘要欄に左詰めで記載する  一月内で複数の滞在理   
護、介護予  ビスコードの  こと。  由に該当する場合は、最   
短期入所療  適用理由  1多床室入所  初の滞在理由を記載する   
介護  こと。  

同時に複数の理由（例  
3感染症等により医師が必要と判断した  

従来型個室への入所者  で居住面積が一定以下）  

4 居住面積が一定以下   に該当する場合は、最も  
5 著しい精神症状等により医師が必要と  小さい番号を記載するこ  

判断した従来型個室への入所者   と。  



入居  
雀 l＿戸こヽ  

障定  
畜生   

福祉用具貸与   

轟設  
地  

介護   

轟設  
例20日  
単位を省略することも可。  
例20  

多床室のサー  適用理由の番号を摘要欄に左詰めで記載する  
こと。  由に該当する場合は、最  

適用理由  1多床室入所   初の滞在理由を記載する  
2 制度改正前入所による経過措置   こと。  
3感染症等により医師が必要と判断した  

えば感染症等による入所  
従来型個室への入所者（30日以内の者）   

4居住面積が一定以下   に該当する場合は、最も  
5著しい精神症状等により医師が必要と  

判断した従来型個室への入所者   と。  

看取り介護加  
算   例20060501  

（死亡日が2006年5月1日の場合）  

こ施設  退所前後訪問  家庭等への訪問日を記載すること。  
■ス  指導加算   例20日  

単位を省略することも可。  
例20  

老人訪問看護  訪問看護指示書の交付日を記載すること。  
指示加算   例20日  

単位を省略することも可。  
例20  

多床室のサー  適用理由の番号を摘要欄に左詰めで記載する   一月内で複数の滞在埋  
ビスコードの  こと。   由に該当する場合は、最  
適用理由   1 多床室入所   初の滞在理由を記載する  

2 制度改正前入所による経過措置   こと。  
3感染症等により医師が必要と判断した  同時に複数の理由（例  

えば感染症等亡よる入所  
従来型個室への入所者（30日以内の者）    で居住面積が一定以下）  

4 居住面積が一定以下   に該当する場合は、最も  
5著しい精神症状等により医師が必要と  

判断した従来型個室への入所者   と。  

短期集中リハ  当該施設に入所した日を記載すること。  
ビリテーシヨ  例 20060501  
ン実施加算、  （入所日が2006年5月1日の場合）  
認知症短期集  
中リハビリ  
テーション実  
施加算を算定  
する場合  

ターミナルケ   対象者が死亡した日を記載すること（  

、Z加＿皇   例20080501  
亡Bが2008生5月1日の場合）  

施設  他科受診時費  
用   行われたときは「、」で区切る）。  

例6、20日  
単位を省略することも可。  
例6、20  

退院前後訪問  家庭等への訪問日を記載すること。  
指導加算   例20日  

単位を省略することも可。  
例20  

老人訪問看護  訪問看護指示書の交付日を記載すること。  
指示加算   例20日  

単位を省略することも可。  
例20  

多床室のサー  適用理由の番号を摘要欄に左詰めで記載する  ～月内で複数の滞在埋  
ビスコードの  こと。  由に該当する場合は、最  
適用理由  1多床室入所  初の滞在理由を記載する  

2 制度改正前入所による経過措置   こと。  
3感染症等により医師が必要と判断した  同時に複数の理由（例  

えば感染症等による入所  
従来型個室への入所者（30巳以内の者）    で居住面積が一定以下）  

4 居住面積が一定以下   に該当する場合は、最も  
5 著しい精神症状等により医師が必要と  小さい番号を記載するこ  

判断した従来型個室への入所者   と。  

「  



童  
型居宅介護  を、二桁の数字で続けて記載すること。   を提供した場合において  

、  も、それぞれのサービス  

月  
、 ること。（例えば適所と  

（初期加算を  例150000   訪問のサービスを同日に  

除く）   （適所サービスを15日提供し、訪問サービ  提供した場合、通所と訪  

ス・宿泊サービスを提供しなかった場合）   問のそれぞれで1日とし  
て記載すること。）  

C  割引の率を％の記号をつけて記載すること。  
例 5％  
％を省略することも可。  

例 5   

小規模多様  
型居宅介護  
介護予防小ま  
模多機能型  
宅介護  

介護給付費  

複数の適用記載事項がある場合は、表上の掲載順に従って「／」で区切って記載すること。  
例 ST／／260／5％（サテライト事業所から260分の訪問介護を5％の割引率で実施した場合。）   



（別表4）  

特別療養費識別≠覧  

名称   
識別  

番号   
摘要欄記載事項、算定条件その他   

蕗染対策指導管理   01  1日に？き算定   

原瘡管理   34  1日につき算定   
扮期入所診療管理   05  入所中1回（又は2回）算定   

重度療養管理   摘要欄に入所者の状態（イからハまで）を記載すること。なお、複数の状態  
こ該当する場合は主たる状態のみを記載すること。  

例 ハ  

患者の状態   記号  

イ  常時頻回の喀疲吸弓ほ実施している状態   イ  

35  
口  人工腎臓を実施しており、かつ、重篤な合併症を有する  ロ  

状態  

ハ 膀胱又は直腸の機能障害の程度が身体障害者福祉法施行   
規則別表第5号に掲げる身体障害者障害程度等級表の4級  
／ヽ 以          以上に該当し、かつ、ストーマの処置を実施している状態  

1日につき算定   

特定施設管理   02  1日につき算定   

特定施設管理個室加算   03  同上   
特定施設管理2人部屋加算   04  同上   
重症皮膚潰瘍管理指導   06  1日につき算定   

薬剤管理指導   摘要欄に算定日を記載すること。  
09      例 6日、20日 単位を省略することも可。  

例 6、20  
月4回を限度として算定   

特別薬剤管理指導加算   10  1回につき算定   
印  同上   

リハビリテ≠ション指導管理   53  1日につき算定   

言語聴覚療法   39  1回（20分以上実施を条件とする）につき（1日3回を限度）算定   
言語聴覚療法リハピー」体制強化  

50   
言語聴覚療法1回につき算定   

言語聴覚療法（減算二）   利用を開始又は，入所した日から起算して4月を超えた期間において、言語聴  
47      覚療法が月10回を超えた場合に、11回目以降に算定   

摂食機能療法   31  1日につき（月4回を限度）算定   
精神科作業療法   32  1［〕につき算定   

認知症老人入所精神療法   医学情報提供                   加算  33  1週間につき算定  


